
 月 号
2018

４
広報

今月号の主な内容
◎平成 30 年度一般会計当初予算
◎平成 30 年第１回定例会
◎白崎エンデューロ in 由良
◎平成 30 年 4 月からの国民健康保険制度について
◎ 65 歳以上の方（第 1 号被保険者）の介護保険料の改定について
◎後期高齢者医療制度の保険料率等について　ほか
◎腰痛・膝痛予防教室を開催します　ほか
◎健康相談のご案内
◎児童扶養手当・特別児童扶養手当等の手当額の改定について　ほか
◎お知らせ
◎第 17 回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会が行われました　ほか
◎ゆら部　～ Yura Love ～　ほか　
◎由良町４月カレンダー
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第 17 回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会 ( 大江智也選手 )
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○
地
方
交
付
税

規
模
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
市
町

村
で
も
同
じ
よ
う
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
国
税
（
所
得
税
、

消
費
税
な
ど
）
の
一
定
割
合
を
、
一
定
の
基

準
に
よ
り
国
か
ら
市
町
村
に
交
付
さ
れ
る
お

金
の
こ
と
。

○
国
・
県
支
出
金

特
定
の
事
業
の
財
源
と
し
て
、
一
定
の
割

合
で
国
や
県
か
ら
補
助
さ
れ
る
お
金
の
こ
と
。

○
町
債
（
地
方
債
）

町
が
道
路
整
備
な
ど
た
く
さ
ん
の
お
金
が

必
要
な
事
業
を
実
施
す
る
と
き
に
借
り
入
れ

る
お
金
の
こ
と
。

○
繰
入
金

基
金
な
ど
の
積
立
金
か
ら
取
り
崩
し
た
お

金
の
こ
と
。

○
町
税町

民
税
、
固
定
資
産
税
、
た
ば
こ
税
、
軽

自
動
車
税
な
ど
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
町
へ
直

接
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
の
こ
と
。

○
人
件
費

特
別
職
（
町
長
や
議
員
）、
一
般
職
員
の
ほ
か

各
種
委
員
な
ど
に
支
払
わ
れ
る
費
用
の
こ
と
。

○
公
債
費

町
が
こ
れ
ま
で
に
借
り
入
れ
た
借
金
を
返

済
す
る
お
金
の
こ
と
。

○
扶
助
費

医
療
費
や
児
童
手
当
で
給
付
な
ど
に
充
て

ら
れ
る
費
用
の
こ
と
。

○
普
通
建
設
事
業
費

道
路
や
公
共
施
設
の
建
設
、
改
修
な
ど
を

行
う
費
用
の
こ
と
。

○
物
件
費

公
共
施
設
の
光
熱
水
費
、
消
耗
品
費
や
委

託
料
な
ど
の
費
用
の
こ
と
。

○
補
助
費

各
種
団
体
に
対
す
る
補
助
、
負
担
金
な
ど

に
要
す
る
経
費
の
こ
と
。

歳入歳出総額　４２億６００万円一般会計歳入

３
月
定
例
議
会
が
、
３
月
９
日
か
ら

20
日
ま
で
の
日
程
で
行
わ
れ
、
平
成
30

年
度
の
予
算
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

一
般
会
計
は
、
42
億
６
０
０
万
円

で
、
前
年
度
当
初
予
算
と
比
較
し
て

４
億
７
，
６
０
０
万
円
（
12
．
８
％
）

の
増
額
と
な
り
ま
し
た
。

歳
入
で
は
、
町
の
人
口
な
ど
に
基
づ

い
て
国
か
ら
交
付
さ
れ
る
地
方
交
付
税

が
最
も
多
く
、
総
額
の
約
38
％
を
占
め

る
15
億
９
，
０
０
０
万
円
と
な
っ
て

お
り
、
こ
の
ほ
か
国
・
県
支
出
金
や

町
債
な
ど
を
合
わ
せ
た
依
存
財
源
は
、

30
億
２
，
９
０
１
万
円
で
予
算
全
体
の

72
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
皆
さ
ん
が
納
め
る
町
税
は
、

７
億
５
，
９
９
５
万
円
で
、
総
額
の
約

18
％
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
分
担

金
や
使
用
料
・
手
数
料
な
ど
を
合
わ
せ

た
自
主
財
源
は
、
11
億
７
，
６
９
９
万

円
で
、
予
算
全
体
の
28
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。

歳
出
で
は
、
町
民
の
福
祉
充
実
の
た

め
の
民
生
費
が
、
９
億
７
，
９
９
４
万

円
と
最
も
多
く
、
総
額
の
約
23
％
を
占

め
て
い
ま
す
。

続
い
て
、
健
康
づ
く
り
や
ご
み
収

集
の
た
め
の
衛
生
費
が
、
６
億
９
，

４
７
１
万
円
で
約
17
％
を
占
め
て
お

り
、
以
下
、
消
火
・
救
急
活
動
や
消
防

団
の
活
動
、
災
害
対
策
な
ど
を
行
う
た

め
の
消
防
費
が
、
６
億
９
８
６
万
円
で

約
15
％
と
続
い
て
い
ま
す
。

  

平
成
30
年
度

　
　
　
当
初
予
算
の
概
要

歳
入

歳
出

繰入金
2億 7,870 万円

6.6%

町税
7億 5,995 万円

18.1%

依存財源 
30 億 2,901 万円 

72.0%

自主財源 
11 億 7,699 万円 

28.0%

地方譲与税、 利子割交付金、 配当割交付金、
株式等譲渡所得割交付金、 地方消費税交付
金、 自動車取得税交付金、 交通安全対策特
別交付金、 地方特例交付金

1億 3,800 万円
3.3% 県支出金

2億 4,973 万円
5.9%

町債
7億 6,730 万円 

18.2%

国庫支出金 
2 億 8,398 万円 

6.8%

地方交付税
15 億 9,000 万円 

37.8%

財産収入
寄付金 

1,038 万円 
0.3%

繰越金 
2,000 万円 

0.5%

諸収入 
4,340 万円 

1.0%

分担金及び負担金
使用料及び手数料 

6,456 万円 
1.5%

【
用
語
説
明
】

平 成 30 年 度 一 般 会 計 当 初 予 算
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一般会計歳出

　　　　　　　　　　　                                                                                    　　◎は新規事業　○は拡充事業   一般会計の主な事業（総合戦略重点事業）

由良町における安定した雇用を創出する
◆新規就農支援・起業者支援

・ため池整備事業（県） 1,000 万円
◎漁業経営構造改善事業
 （大引地区つきいそ漁場整備）　

600 万円

・鳥獣害防止対策事業 1,864 万円
・耕作放棄地対策事業 2,715 万円
◆由良町のブランド産品の創出

・農業活性化事業 516 万円
◆サテライトオフィス・スクール

◎ふるさと伝承館運営事業
 （旧白崎中学校に伝承館開設）

30 万円

由良町への新しいひとの流れをつくる
◆観光資源を使ったおもてなし向上

◎観光地域づくり事業
 （地域おこし協力隊員採用）

2,078 万円

・ハイキングコース整備事業 500 万円
・サイクリングイベント事業 600 万円
・観光振興事業 1,914 万円
◆移住・定住促進及び空き家有効活用

・空き家対策推進事業 27 万円

由良町の時代に合った地域をつくり、安全なく
らしを守るとともに、地域と地域を連携する
◆住民交流の活性化

・老人招待旅行事業 412 万円
・長寿祝金事業 184 万円
・大学のふるさと事業 100 万円
◆住民の健康づくり

○人間ドック助成事業
 （人間ドックメニュー選択肢の増）

858 万円

・健康増進員事業 6 万円
・重度心身障害児者医療費助成事業 2,594 万円
・健康いきいき体操普及事業 6 万円
・健康ポイント事業 100 万円
◎後期高齢者集団健診事業
 （後期高齢者を集団健診の対象に）

33 万円

◎認知症高齢者見守り事業
 （連絡シールの配布）

－ 万円

◎ねんりんピック紀の国わかやま2019開催
準備事業

 （ウォークラリーリハーサル大会の開催）
139 万円

◆災害対応力の充実
・デジタル防災無線施設整備事業 4 億 4,200 万円
・住宅耐震化促進事業 444 万円
・タクシー運賃助成事業 237 万円
・町道新設改良事業（衣奈～三尾川間） 1 億 2,100 万円
・町道新設改良事業（戸津井地内） 1,350 万円
○わかやま防災力パワーアップ事業
 （感震ブレーカー設置助成）

868 万円

○災害対応力強化事業
 （防災士資格取得助成）

168 万円

由良町の若い世代の結婚・出産・子育ての希望
をかなえる
◆出会い・結婚の支援

・婚活交流イベント事業 90 万円
・賃貸住宅入居者家賃補助事業 310 万円
◆妊娠・出産の支援

・妊産婦医療費助成事業 53 万円
・乳幼児紙おむつ購入助成事業 324 万円
・こども医療費、ひとり親家庭医療費助成事

業 2,239 万円
・すこやか子育て応援事業 212 万円
・親子教室実施事業 53 万円
◎在宅育児支援事業
 （ゼロ歳児最大12か月36万円助成）

540 万円

○保育所等の利用者負担軽減事業
 （第2子無償化）

384 万円

・学童保育、子育て支援センター運営事業 798 万円
・子ども未来塾運営事業 68 万円
・不妊治療費助成事業 200 万円
◆教育環境づくり

◎学校図書館司書配置事業（学校司書の採用） 179 万円
・学習支援員配置事業 1,462 万円
・外国語指導助手招致事業 503 万円
・スノーケリング、スクーバダイビング体験

事業 36 万円

特
別
会
計

国民健康保険特別会計 ８億 5,400 万円
後期高齢者医療特別会計 １億 5,530 万円
介護保険特別会計 ７億 9,000 万円
公共下水道事業特別会計 ５億 3,400 万円
漁業集落環境整備事業特別会計 １億 7,900 万円
水道事業会計 ４億    700 万円

性質別

人件費
5 億 2,967 万円

12.6％ 公債費
4 億 2,216 万円

10.0%

扶助費
3 億 7,245 万円

8.9%

普通建設事業費
9 億 2,374 万円

21.9％

災害復旧費
1,583 万円

0.4%

物件費
6 億 5,855 万円

15.6%

繰出金
6 億 6,446 万円

15.8%

補助費等
5 億 6,617 万円

13.5%

その他
5,297 万円

1.3%

目的別
衛生費

6 億 9,471 万円
16.5%

民生費
9 億 7,994 万円

23.3%

総務費
4 億 7,966 万円

11.4%

農林水産業費
1 億 6,155 万円

3.9%

公債費
4 億 2,216 万円

10.0%

教育費
2 億 9,528 万円

7.0%

土木費
3 億 7,580 万円

8.9%

消防費
6 億 986 万円

14.5%

議会費
7,145 万円

1.7%商工費
9,447 万円

2.3%
災害復旧費ほか

2,112 万円
0.5%

平 成 30 年 度 一 般 会 計 当 初 予 算
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平成３０年度当初予算が可決！平成 30年 第１回定例会

平成 30 年第１回由良町議会定例会が、３月９日（金）から 20 日（火）まで行われ、平成 30 年度
一般会計予算などの議案が慎重な審議の結果、可決されました。( 平成 30 年度当初予算の詳細につい
ては２～３ページに掲載しています。)

条例一部改正

※由良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

※由良町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例

※由良町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例

※由良町地方活力向上地域における固定資産税の

特別措置に関する条例の一部を改正する条例

※由良町手数料徴収条例の一部を改正する条例

※由良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例

※由良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の利用者負担に関する条例の一部を改正す

る条例

※由良町ひとり親家庭医療費給付条例の一部を改

正する条例

※由良町後期高齢者医療に関する条例の一部を改

正する条例

※由良町国民健康保険条例の一部を改正する条例

※由良町介護保険条例の一部を改正する条例

※由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に

関する条例等の一部を改正する条例

※由良町水道事業給水条例の一部を改正する条例

※由良町消防団員等公務災害補償条例の一部を改

正する条例

条例制定

※ゆらふるさと伝承館の設置及び管理に関する条

例

※由良町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準等を定める条例

※由良町中小企業及び小規模企業振興基本条例

人事

※由良町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて

※人権擁護委員候補者の推薦について

補正予算

※平成 29 年度由良町一般会計補正予算〔第５号〕

※平成 29 年度由良町国民健康保険特別会計補正

予算〔第２号〕

※平成 29 年度由良町後期高齢者医療特別会計補

正予算〔第２号〕

※平成 29 年度由良町介護保険特別会計補正予算

〔第２号〕

※平成 29 年度由良町公共下水道事業特別会計補

正予算〔第３号〕

当初予算

※平成 30 年度由良町一般会計予算

※平成 30 年度由良町国民健康保険特別会計予算

※平成 30 年度由良町後期高齢者医療特別会計予

算

※平成 30 年度由良町介護保険特別会計予算

※平成 30 年度由良町公共下水道事業特別会計予

算

※平成 30 年度由良町漁業集落環境整備事業特別

会計予算

※平成 30 年度由良町水道事業会計予算

　由良町サイクリング＆ウォーキングイベント実行委員会事務局（ＴＥ L ６５－１８０１) までお問い合わせください。
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 30　　組

　由良町サイクリング＆ウォーキングイベント実行委員会事務局（ＴＥ L ６５－１８０１) までお問い合わせください。
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平成 30年４月からの
国民健康保険制度について

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

平成 29 年度までの国民健康保険（国保）制度は、各市町村が保険者となり運営を行っていましたが、

市町村での国保運営は、保険料負担の増加など、財政的な運営で課題を抱えていました。

これらの課題を解消するため、平成 30 年度から和歌山県と県内市町村がともに国民健康保険の保険

者となり、それぞれが役割を分担することになりました。

赤字の部分については、平成 30 年度から変更される箇所となります。

住民の皆様の窓口業務については、引き続き町が行いますので、これまでと手続きに変わりはあり

ませんが、被保険者証が下図のとおり変更となり、4 月に被保険者の皆様に送付させていただきます。

和歌山県と由良町の役割分担

和歌山県の主な役割
・市町村ごとの国保事業納付金を決定
・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標

準化、広域化を推進
・市町村ごとの標準保険税率を算定・公表
・全ての保険給付費に必要な費用を市町村に

対して支払い

由良町の主な役割
・国保事業費の納付

・被保険者証等の交付、資格を管理

・保険給付の決定
・保険税率を決定
・保険税の賦課、徴収

和歌山県国民健康保険　　　　　　　　　　有効期限　平成 31 年 3 月 31 日
被保険者証　　　　　　　　　　　　　　　記号　和 30　番号○○○○○○
　
氏 　 名　　　　由良　　花子　　　　　　　　性別　　　○
生 年 月 日　　　　○○○○年〇〇月○○日
世 帯 主 名　　　　由良　　太郎
住 　 所　　　　和歌山県日高郡由良町大字里１２２０番地の１
適用開始年月日　　　　○○○○年〇〇月○○日
交 付 年 月 日　　　　○○○○年〇〇月○○日
保 険 者 番 号　　　　　　　　３００３０１
　
交 付 者 名　　　　　　　　　　由　　良　　町
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●介護保険とは

介護保険は、40 歳以上の方が加入し、

介護が必要になったときに、介護サー

ビスを受けられる制度です。その財源

の 50％が、皆さまの保険料となってい

ます。

介護保険の財源

町 で 必 要 な 介
護 サ ー ビ ス の
総費用

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

65 歳以上の方の介護保険料の決まり方

この「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるよう、９段階の保険料に分かれています。

65 歳以上の方の
介護保険料

23％

公費（税金）
50％

40 ～ 64 歳の方の
介護保険料

27％

※　合計所得金額・・・「所得」とは、「収入」から「必要経費（長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係
る特別控除額を含む）など」を控除した額です。

★　平成 30 年度の介護保険料額と納付方法等を記載した納入通知書は、６月中旬に送付します。

平成 27 ～平成 29 年度
保険料段階 保険料年額

第 1 段階 32,070 円

第 2 段階 53,460 円

第 3 段階 53,460 円

第 4 段階 64,150 円

第 5 段階 71,280 円

第 6 段階 85,530 円

第 7 段階 92,660 円

第 8 段階 106,920 円

第 9 段階 121,170 円

平成 30 ～平成 32 年度
保険料段階 保険料率 対象者 保険料年額

本
人
が
町
民
税
非
課
税

非
課
税
世
帯

第 1 段階 基準額×
0.45

本人年金収入等 80 万円
以下の方 34,770 円

第 2 段階 基準額×
0.75

本人年金収入等 80 万円
超 120 万円以下の方 57,960 円

第 3 段階 基準額×
0.75

本人年金収入等 120 万
円超の方 57,960 円

課
税
世
帯

第 4 段階 基準額×
0.90

本人年金収入等 80 万円
以下の方 69,550 円

第 5 段階 基準額×
1.00

本人年金収入等 80 万円
超の方 77,280 円

第 6 段階 基準額×
1.20

合計所得金額が 120 万
円未満の方 92,730 円

第 7 段階 基準額×
1.30

合計所得金額が 120 万円
以上 200 万円未満の方 100,460 円

第 8 段階 基準額×
1.50

合計所得金額が 200 万円
以上 300 万円未満の方 115,920 円

第 9 段階 基準額×
1.70

合計所得金額が 300 万
円以上の方 131,370 円

本
人
が
町
民
税
課
税

65 歳以上の方
の負担分 23％

町の 65 歳以上
の方の人数 基準額（年額）

77,280 円23％

平成30年4月からの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
65歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料の改定について
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　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）又は和歌山県後期高齢者医療
広域連合（ＴＥＬ０７３－４２８－６６８８）までお問い合わせください。

後期高齢者医療制度にご加入の方へ

後期高齢者医療制度の保険料の改定について

手話奉仕員養成研修の受講者募集について

和歌山県後期高齢者医療制度の平成 30 年度及び平成 31 年度の保険料率が決定したことに伴い、保険
料が改定されますのでお知らせします。

保険料は、等しく負担していただく均等割額と、所得に応じて決まる所得割額の合計額となります。

年　度 均等割額 所得割額 上限保険料額

平成 30 年度・平成 31 年度（年間） 45,812 円 所得金額×所得割率
（8.80％） 62 万円

【参考】
平成 28 年度・平成 29 年度（年間） 44,177 円 所得金額×所得割率

（8.93％） 57 万円

●均等割の軽減
　　所得の低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて、9 割、8.5 割、5 割、2 割に軽　　
　減されます。
★　平成 30 年度の保険料の通知は、7 月中旬に送付します。

○目的
聴覚障害者等に対する理解を深め、聴覚障害者等との日常会話を行うため

の手話表現や技術を学ぶことで、手話奉仕員の拡充を図ります。
○受講対象者

１．町内に住所を有する方
２．町内に存する企業等に在勤の方

○申込受付期間
平成 30 年４月２日（月）～　募集定員数（５名程度）に到達次第締め切ります。
※　周辺町と合同で実施するため、定員数に達した場合は、調整させていただく場合があります。

○申込受付場所
　住民福祉課　午前８時 30 分～午後５時 15 分（土、日曜日祝日を除く。）

○受講料
受講費用については無料です。ただし、テキスト代等（3,240 円）に係る実費相当分については、

ご負担いただきます。
○受講会場

　御坊市福祉センター　４階大会議室（住所：御坊市薗 350）
○講座内容

講座回数は年間 40 回程度とし、毎週金曜日の午後７時から２時間を予定しています。
入門課程（５月～９月）、基礎課程（10 月～３月）の両課程を受講していただき、８割以上の

受講をしていただいた方には、修了証を交付します。

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。
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　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

腰痛、膝痛などで、悩んでいませんか？

足腰が痛いと何をするにしても「イタッ」という思いに耐えながら動かなければなりません。

これらの痛みは体の老化を進ませ、介護が必要になったり、寝たきりになる危険性があります。

和歌山県立医科大学整形外科の先生が開発した、腰痛・膝痛予防の体操をいっしょに実践しませんか。

腰痛・膝痛予防教室を開催します腰痛・膝痛予防教室を開催します

●　開催日

●　場　所　中央公民館　大研修室

●　時　間　午後 1 時 30 分～午後 2 時 30 分

●　対象者　概ね 65 歳以上の方　（要介護認定を受けていない方）

●　参加費　無料

★　申込は不要です。開催日に会場にお越しください。

★　運動のできる服装でお越しください。

★   飲み物を忘れずにお持ちください。

体操の一部例

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

８日（火） 12 日（火） 10 日（火） ７日（火） ４日（火）
22 日（火） 26 日（火） 24 日（火） 21 日（火） 18 日（火）

平成 31 年

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

2 日（火） 6 日（火） 4 日（火） 16 日（水） 5 日（火） 13 日（水）
16 日（火） 20 日（火） 25 日（火） 29 日（火） 19 日（火） 26 日（火）
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　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

健康相談のご案内

血圧が気になる等、日常生活の中で自分の健康に関して気になっていることはありませんか？

毎月１回、保健師が中央公民館と衣奈会館で健康相談を実施しています。健康相談では、血圧測定、尿

検査、健康に関する相談を行っています。お気軽にお越しください。

○中央公民館の日時
年 月　日 曜日 時　間

平成 30 年

４月  5 日

木曜日
午前９時 30 分～

午前 10 時 30 分

５月 10 日
６月 ７日
７月 ５日
８月 ２日
９月 ６日

10 月 ４日
11 月 ８日
12 月 ６日

平成 31 年
１月 10 日
２月 ７日
３月 ７日

○衣奈会館の日時
年 月　日 曜日 時　間

平成 30 年

４月 ３日

火曜日
午後１時 30 分～

午後２時 30 分

５月 ８日
６月 ５日
７月 ３日
８月 ７日
９月 ４日

10 月 ２日
11 月 ６日
12 月 ４日

平成 31 年
１月 ８日
２月 ５日
３月 ５日
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　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

建設業労働災害防止協会和歌山県支部では、労働安全衛生法に基づく講習等を実施しています。
平成 30 年度４月～７月期は、次のとおり予定しています。

平成 30 年１月 26 日付けで平成 29 年全国消費者物価指数が公表されました。これにより、平成 29 年
の物価変動（０．５％）に基づき、平成 30 年度の支給額がそれぞれ、０．５％の引き上げになります。

講習の名称 日　時 受講料等 受付開始日
職長・安全衛生責任者教育（リスクアセスメン
ト含む）

４月 24 日（火）
　～４月 25 日（水） 12,860 円 ３月 26 日（月）～

自由研削といし取替え試運転作業者（実技含む）５月 15 日（火） 7,250 円 ４月 16 日（月）～

足場の組立て等特別教育（６時間） ５月 29 日（火） 7,280 円 ５月１日（火）～

建設業等における熱中症予防指導員研修 ６月６日（水）
　午後１時～ 6,940 円 ５月７日（月）～

足場の組立て等作業主任者 ７月 11 日（水）
　～７月 12 日（木） 10,290 円 ６月 11 日（月）～

刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育 ７月 24 日（火）
　午前 10 時～ 9,050 円 ６月 25 日（月）～

注１．講義時間は、午前９時から午後５時までですが、講習内容により時間が異なる場合があります。
　　　講習場所は、いずれも和歌山県建設会館３Ｆ会議室です。

２．講習会の受付は、講習会開催の約１か月前からです。
３．受講料は、建設業労働災害防止協会和歌山県支部に持参されるか現金書留でお支払いください。
４．受講料等には、テキスト代が含まれています。テキスト代が改定された場合は、受講料等が改定さ

れる場合があります。
５．定員になり次第、受付終了となります。
６．申込者が少数の場合は、講習会が中止になる場合があります。

労働安全衛生法に基づく各種講習のご案内

児童扶養手当・特別児童扶養手当等の手当額の改定について

　詳しいことについては、建設業労働災害防止協会和歌山県支部（ＴＥＬ０７３－４３６－
１３２７）までお問い合わせください。

平成 29 年度（月額） 平成 30 年度（月額）

児童扶養手当

（全部支給の場合）

第１子 42,290 円 42,500 円

第２子 9,990 円 10,040 円

第３子以降 5,990 円 6,020 円

特別児童扶養手当
１級 51,450 円 51,700 円

２級 34,270 円 34,430 円

特別障害者手当 26,810 円 26,940 円

障害児福祉手当 14,580 円 14,650 円
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８
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分
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☎
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６
５
）
１
８
０
２

●受給資格期間とは
◎　国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
◎　サラリーマンの期間（船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間）
◎　年金制度に加入していなくても加えることができる期間
　　（「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間）
　これらの期間を合計したものが「受給資格期間」です。
　受給資格期間が 10 年（120 月）以上あると、年金受給できます。

注　年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
　　40 年間保険料を納付された方は、満額を受けとれます。
　　（10 年間の納付では、受けとる年金額は概ねその４分の１になります。）

これまで・・・

年金を受けとれます。

受給資格期間 25 年

受給資格期間 10 年に短縮！平成 29 年

８月１日から

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

国民年金及び厚生年金の受給資格期間が10年に短縮されました



13

問
平
成
30
年
度 

無
料
法
律
相
談

本
町
で
は
、
法
律
問
題
で
お
困
り
の
方
々
に
対
応
で

き
る
よ
う
、無
料
法
律
相
談
を
開
設
し
て
い
ま
す
。な
お
、

法
律
相
談
は
、
本
町
の
顧
問
弁
護
士
大お
お
た
に谷
美み

つ

お
都
夫
氏
が

担
当
し
ま
す
。

法
律
問
題
解
決
の
た
め
に
は
、
弁
護
士
に
相
談
す
る

こ
と
が
一
番
の
近
道
で
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　

※　

実
施
日
及
び
相
談
時
間
の
事
前
予
約
は
で
き
ま

せ
ん
。
相
談
希
望
者
は
、
実
施
日
に
直
接
開
設
場

所
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

総
務
政
策
課 

☎
（
６
５
）
１
８
０
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　詳しいことについては、自衛隊御坊地域事務所（御坊市湯川町小松原４１０－１　
丸仁第ビル１階　ＴＥＬ２３－００２０）までお問い合わせください。

自衛官募集案内（幹部候補生・一般曹候補生）

募集種目 資　格 締切日
（必着） 試験期間 待遇・その他

幹部
候補生

一　般

大卒程度
試験

22 歳以上 26 歳未満の方
「20 歳以上 22 歳未満の方
は大卒 ( 見込含 ) 修士課程
修 了 者 等 ( 見 込 含 ) は 28
歳未満の方」

5 月 1 日

１次：５月 12 日・13 日
２次：６月 12 日～ 15 日
海・空飛行要員のみ
３次：（海）７月９日～ 13 日

（空）７月 14 日～８月２日

入隊後約 1 年で 3 等陸・海・
空尉

院卒者試験合格者は 2 等陸・
海・空尉院卒者

試験
20 歳以上 28 歳未満の方
修士課程修了者等（見込含）

歯　科
薬剤科

専門の大卒（見込含）20 歳以上 30 歳
未満の方（薬剤科は 20 歳以上 28 歳
未満の方）

１次：５月 12 日
２次：６月 12 日～ 15 日

歯科は入隊後約 6 週間で 2
等陸・海・空尉
薬剤科は入隊後約 1 年で 2
等陸・海・空尉

一般曹候補生 18 歳以上 27 歳未満の方 １次：５月 26 日
２次：６月 27 日～７月２日

入隊後約２年９か月経過以
降選考により 3 等陸・海・
空尉

実
施
年
月
日

開
設
場
所

相
談
時
間

４
月
12
日(

木)

中
央
公
民
館

13
時
～
16
時

６
月
14
日(

木)

中
央
公
民
館

８
月
９
日(

木)

衣
奈
会
館

10
月
11
日(

木)

中
央
公
民
館

12
月
13
日(

木)

中
央
公
民
館

平
成
31
年

２
月
14
日(

木)

白
崎
会
館

皆さんが購入される宝くじの収益金は、県内の売上に応じて道
路や公園整備などの事業に活用され、暮らしに役立っています。
宝くじの購入はぜひ県内でお願いします。

発売日：５月13日～６月５日
問：県庁財政課

ドリームジャンボ宝くじ　１等・前後賞あわせて6億円
ドリームジャンボミニ7,000万円も同時発売

宝
たから

くじは皆
みな

さんの生
せいかつ

活に
役
や く だ

立っています。
ご存

ぞ ん

知
じ ですか

WEB
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2 月 18 日（日）に、和歌山市紀三井寺総合運動公園から和歌山県庁前までの間で、毎年恒例のジュニ
ア駅伝大会が実施されました。

本町は 29 市町 ( 北山村を除く ) 中、25 位でした。結果は次のとおりです。（敬称略）

５年連続登録競技者表彰に大江智也選手が選ばれました

　出場選手
第 1 区（ 3.0km） 第 2 区 （1.7km） 第 3 区 （1.6km） 第 4 区（ 1.9km） 第 5 区 （2.2km）

大
お お え

江　智
と も や

也 山
や ま の

野　夏
な つ ほ

帆 佐
さ つ

津　希
の ぞ み

実 岩
いわさき

﨑　明
めいせい

生 白
しらかし

樫　諒
りょういち

一
0:09:32 0:06:59 0:06:35 0:08:26 0:08:03

第 6 区（ 1.4km） 第 7 区 （1.7km） 第 8 区 （2.5km） 第 9 区（ 2.0km） 第 10 区 （3.1km）

片
かたやま

山　花
はな

山
やまさき

﨑　隆
りゅうせい

誠 岩
いわさき

﨑　愛
あ い な

奈 長
ながはま

濵　心
こ こ む

夢 市
いちかわ

川　翔
しょうう

海
0:05:23 0:07:23 0:10:56 0:08:00 0:10:59

　補欠選手

尾
お ざ き

﨑　達
た つ や

弥 越
お ち

智　浩
ひ ろ と

斗 中
な か お

尾　星
せ い は

波 干
ほ し の

野　秀
しゅうき

輝 山
や ま だ

田　佑
ゆうせい

星 白
しらかし

樫　未
み す ず

鈴

芝
し ば た

田　葵
あ お い

依 前
ま え だ

田　七
な な せ

瀬 三
みつはし

橋　華
か ず さ

紗 宮
みやもと

本　侑
ゆ な

奈 曽
そ ね

根　一
か ず き

貴 山
やまもと

本　章
あ や み

水

第17回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会が行われました

平成29年度由良町ジュニアリーダー育成（雪国体験）事業

～ 総合結果 ～
1 位 海 南 市 1:09:04
2 位 田 辺 市 1:11:34
3 位 和歌山市 1:11:48
・
・
・

25 位 由 良 町 1:22:16

５年連続登録競技者表彰とは、小学５年生から中学３年生まで５年間連続
でジュニア駅伝大会に登録された選手に贈られる賞で、今回は由良中学校３
年生で第１区を走った大江智也選手が選ばれました。

２月 24 日（土）から 25 日（日）の間、滋賀県
高島市と草津市で、ジュニアリーダー育成事業を実
施しました。

この事業は、青少年活動のリーダーとして活躍で
きるよう、自主活動の経験を積むことを目的として
おり、様々な体験をしてもらいます。今年度、スキー
体験やキャンドル製作、琵琶湖博物館での自然学習
を体験しました。また、研修の中でふるさと『由良』
について考えるきっかけとなるよう、本町の長所と
短所を考え、それらを活かす方法や改善する方法をまとめた後、グルー
プで発表しました。

大江智也選手 ( 中央 )
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部員No.024

ゆら部  ～ Yura Love ～

住 民 全 員 顔 見 知 り 作 戦

やっほー♪由良町観光 PR キャラクターのゆらの助だよ！
春はポカポカしていて気持ちいいなぁ～♪お花見もいいけど、僕は花より団子かな♪
みんなもきっとそうだよね？

○道の駅 EXPO2018 
３月８日から 11 日までの４日間、大阪のあべのハルカスで開催された「道の駅 EXPO2018」に参加し　

て来たよ♪
全国各地の道の駅が集まってものすごく賑わっていたよ！由良町からも、木成りはっさくや釜揚げしら

す、わかめなどの産品を PR したよ♪どの産品も大人気だったよ！！
今年も大人気歌手のゴライトさんと一緒にステージでダンスを踊ったんだ♪お客さんは僕の可愛いダ

ンスに心を奪われたんじゃないかな♪
４日間でたくさんの人に由良町の美味しいものを知ってもらえて、僕も頑張った甲斐があったよ♪これ

で由良町に来てくれる人が増えたらもっともっと嬉しいな♪

「ゆらの助」活動日誌♪「ゆらの助」活動日誌♪

　ゆらの助の日々の活動などを Facebook で随時更新中！ぜひチェックしてね♪

　ゆらの助 Facebook ページＵＲＬ

　www.facebook.com/yuranosuke.30383
ＱＲコード

◯お 名 前　　米
よねざわ

澤　勝
かつとし

利さん
◯年 齢　　30 代
◯ご 職 業　　会社員
◯お住まい　    衣奈区
◯頑張っていること・続けていること
　柔道の指導、自分自身の練習
◯由良町の好きなところ
　豊かな自然と、温かい地域の皆さん
◯広報誌読者の方へ

由良柔道スポーツ少年団の子どもたちに、ご声援よろしくお願いし
ます。

ダンスは楽しいなぁ～♪ たくさんのお客さんが来てくれたよ！
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広
報　

ゆ
ら

由良町カレンダー

　ごみ収集日１の地区…横浜・網代・衣奈・小引・戸津井・三尾川・糸谷・吹井・柳原・黒田
　ごみ収集日２の地区…里・南・阿戸・江ノ駒・門前・畑・中・大引・神谷
　※ごみは、収集日当日の午前２時までに所定の場所にお出しください。	 	
　詳しいことについては、役場（ＴＥＬ６５－０２００）までお問い合わせください。

月号

NO.

✂

✂

✂

『防災無線』電話で確認サービス（無料）

ＴＥＬ　０１２０－００１－６８７

発行　由良町総務政策課
和歌山県日高郡由良町大字里１２２０番地の１
TEL　０７３８－６５－０２００
ホームページアドレス
http://www.town.yura.wakayama.jp/

由良町の人口と世帯

2018年

４

335

（　）前月比
平成 30 年２月末現在

人口 5,949 （　　5）
男性 2,922 （　　4）
女性 3,027 （　　1）
世帯数 2,734 （　　5）

1 日

2 月
・国民健康保険税 第 10 期納期限
・固定資産税縦覧開始 可燃

１

3 火
・消費生活巡回相談
・健康相談 可燃

２

4 水
・育児相談 プラス

チック

5 木
・健康相談 可燃

１

6 金
・春の全国交通安全運動   （15 日まで） 可燃

２

7 土
・ゆらこども園入園式

8 日

9 月
・小中学校入学式
・和歌山県行政報告会 可燃

１

10 火
可燃
２

11 水 不燃

12 木
・無料法律相談 可燃

１

13 金
可燃
２

14 土

15 日

16 月
可燃
１

17 火
・消費生活巡回相談 可燃

２

18 水
・粗大ごみ（網代） 資源

１

19 木
可燃
１

20 金
可燃
２

21 土

22 日

23 月
可燃
１

24 火
可燃
２

25 水
・粗大ごみ（黒田・柳原） 資源

２

26 木
可燃
１

27 金
可燃
２

28 土

29 日
・昭和の日

30 月
・振替休日 可燃

１


